
 

 

１－１ 特定原材料等（アレルギー物質を含む食品等）のコンタミネーション防止 

 

＜目的＞ 特定原材料等のコンタミネーションを防止する 

 特定原材料等（アレルギー物質を含む食品等）を使用した製品と使用しない製品を，

同一設備で製造する場合，意図しない特定原材料等のコンタミネーションが生じる場

合があります。これを防止するためには，製品の製造順，製品切り替え時における機

械器具類の洗浄などの手順を定め，その実施結果を記録することが必要になります。 

 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

   コンタミネーション防止のため，必要に応じて，工程ごとにその手順を定めます。 

 

ポイント１ コンタミネーション防止に関する責任者名を明記します。 

 

ポイント２ コンタミネーション防止の目的を明記します。 

 

ポイント３ 具体的なコンタミネーション防止の手順を定め，また，手順に従わない作

業が確認された場合の対応方法も明記します。 

 

ポイント４ 手順に従った作業の確認結果及び不適の場合の対応について，記録する方

法を明記します。 

 

 

第２章  マニュアル作成のポイント及び記載例 

１ 機械器具類の衛生管理 

 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

特定原材料等のコンタミネーション防止手順が示されていること 

不適の場合の対応方法が示されていること 

 

○頻度等 

製造品目毎に確認する旨の記載があること 

 

○記録を要する事項 

確認結果及び不適の場合の対応について記録方法の記載があること 



 

         特定原材料等（アレルギー物質を含む食品等）の 

         コンタミネーション防止管理マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                   責任者名        ポイント１ 

 

Ⅱ 目的                                                         ポイント２ 

特定原材料等（アレルギー物質を含む食品等）のコンタミネーションを防止する 

 

 

Ⅲ 実施方法                              ポイント３ 

１ 卵の計量容器は，専用の容器とし，その旨を容器に明示する。 

２ 原材料が，製造品目にあったものか確認する。 

   （＊参照 ２－１食品添加物等の使用） 

３ ミキサーの使用順は，次の通りとする。 

×× → △△→ □□（卵使用）→ ○○（卵＋乳使用） 

４ ３の手順によらない場合は，ミキサーの洗浄を行う。 

５ 手順を逸脱したものは，表示の変更，用途の変更又は廃棄する。 

 

 

Ⅳ 記録方法                                                        ポイント４ 

   

【生地仕込み記録簿 記載例】 

 

   年  月  日                                   責任者名         

品目 

中捏ね 本捏ね 
不適時 

対応 
実施者 原材料 

確認 

ﾐｷｻｰ 

使用順 
洗浄 

原材料 

確認 

ﾐｷｻｰ 

使用順 
洗浄 

揚げﾊﾟﾝ 

生地 
○ １ － ○ １ －   

蒸しﾊﾟﾝ 

生地 
○ ２ － ○ ２ －   

食ﾊﾟﾝ 

生地(卵) 
○ ３ ○ ○ ３ ○   

         

 



 

１－２ 異物混入防止 

 

＜目的＞ 硬質異物などの混入を防止する 

 製造工程中に，器具の破損，部品の脱落などにより思わぬ異物混入が生じる場合が

あります。これらを防止するためには，機械器具類の点検方法，機械器具類の補修部

品・工具の管理方法を定め，その実施結果を記録する必要があります。 

 また，金属異物の検査のため金属探知機を設置している場合，テストピースによっ

て作動に異常がないか確認することが必要になります。 

 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

 硬質異物などの混入防止は，使用する機械器具類ごとにその防止手順を定めます。 

 

ポイント１ 異物混入防止に関する責任者名を明記します。 

 

ポイント２ 異物混入防止の目的を明記します。 

 

ポイント３ 具体的な混入防止のための点検・管理の方法を定め，また，混入の可能性

が確認された場合の対応方法も明記します。 

 

ポイント４ 金属探知機を設置している場合，テストピースによる作動状況の確認方法

を明記します。 

 

ポイント５ 点検結果及び不適の場合の対応について記録する方法を明記します。 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

硬質異物等の混入防止手順が示されていること 

不適の場合の対応方法が示されていること 

 

○頻度等 

点検は１日に１回以上行う旨の記載があること 

 ただし，構造上実施が困難な機械類にあってはその頻度の記載があること 

 

○記録を要する事項 

点検結果及び不適の場合の対応について記録方法の記載があること 



 

異物混入防止マニュアル記載例 
 
Ⅰ 責任者                                責任者名         ポイント１ 
 
Ⅱ 目的 ポイント２ 
  硬質異物などの混入を防止する                                         
 
 
Ⅲ 実施方法                              ポイント３ 
１ ミキサー及び包餡機などについて，始業前及び終業時に食品が直接接する部分に破

損がないか，部品などの落下がないか点検を行う。 
２ ミキサー及び包餡機などについて，１回／○日部品に緩みがないか点検を行う。（毎

日分解洗浄する箇所を除く。） 
３ 機械器具類の保守工具及び部品などは，使用時以外は，所定の保管場所（○○）に

保管する。    

４ 金属探知機について，製品毎に作業開始前後にテストピース（鉄３mm  SUS５㎜）を
用いた作動状況の確認を行う。 

５ 点検の結果，製品への混入の可能性がある場合は，当該製品は廃棄する。 
 
 
Ⅳ 記録方法                             ポイント５ 
 
【機械器具等点検記録簿 記載例】 
 
   年  月分                    責任者名          

  ＊１の付く日は，作業開始時にミキサー及び包餡機の部品の緩みを確認すること。 
 
 
【金属探知機作動記録簿 記載例】 
 
   年    月   日分                 責任者名        

 

＊金属探知機が反応した場合，その件数と異物の確認状況を備考欄に記入すること。 
 

日時 
機械，器具等 

備 考（不適時対応等） 実施者 
ﾐｷｻｰ 包餡機 工具保管 

１日 
始業前 ○ ○ ○ 

  
終業時 ○ ○ ○ 

２日 
始業前 ○ × ○ 包餡機の部品の落下を確認 

洗浄担当者の指導 
 

終業時 ○ ○ ○ 

名 称 
作業前 作業後 

備 考 実施者 
時間 鉄 3㎜ SUS５㎜ 時間 鉄 3㎜ SUS５㎜ 

○○ﾊﾟﾝ 8:10 ○ ○ 8:20 ○ ○   

××ﾊﾟﾝ 8:30 ○ ○ 8:40 × × 業者に点検依頼  

 10:30 ○ ○ 10:40 ○ ○ 補修後，製品の再確認  

ポイント４ 



 

 
２－１ 食品添加物等の使用 

 

＜目的＞ 食品添加物などの不適切な使用を防止する 

 食品添加物の誤った使用により基準違反や表示違反が生じる場合があります。また，

同一用途の原材料でも特定原材料等（アレルギー物質を含む食品等）を含むものもあ

り，不適切な使用によりアレルギーショックなどの危害が発生する場合があります。

そこで，食品添加物や原材料の使用方法を定め，その実施状況の記録を行い保管して

おくことが必要になります。 

 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

 品目ごとに，それぞれ使用する食品添加物などの適正な使用方法を定めます。 

 

ポイント１ 食品添加物などの使用に関する責任者名を明記します。 

 

ポイント２ 食品添加物などの使用を管理する目的を明記します。 

 

ポイント３ 品目ごとに食品添加物などの使用方法を具体的に定め，また，不適切な使

用が行われた場合の対応方法も明記します。原材料に含まれる食品添加物，

特定原材料等については，表示又はメーカーの規格書で確認します。 

 

ポイント４ 製造ごとの適正使用の確認結果及び不適の場合の対応について，記録する

方法を明記します。 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

食品添加物等の使用手順が示されていること 

不適の場合の対応方法が示されていること 

 

○頻度等 

 製造毎に確認する旨の記載があること 

 

○記録を要する事項 

確認結果及び不適の場合の対応について記録方法の記載があること 

 

２ 食品等の衛生的な取扱い 

 



 

食品添加物等の使用マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                                 責任者名         ポイント１ 

 

Ⅱ 目的                                                           ポイント２ 

  食品添加物などの不適切な使用を防止する  

 

 

Ⅲ 実施方法                               ポイント３ 

１ 新製品及び原材料の変更については，配合分量表の新たな作成，見直しを行う。 

２ 原材料は，配合分量表に従い計量し，使用する。 

３ 不適切な使用が確認された場合，調整，用途の変更又は廃棄する。 

 

                             

原材料の種類 

(生地) 
使用量 

備 考 

（特定原材料・食品添加物等） 
不適時対応 

小麦粉  「○○」 ◇◇製粉  

ｲｰｽﾄﾌｰﾄﾞ 小麦粉○kgに○ｇ   

乳化剤 小麦粉○kgに○ｇ 乳由来原料，大豆由来原料  

保存料 

（ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸） 
小麦粉○kgに○ｇ  

過量使用は 

廃棄 

液 卵 小麦粉○kgに○ｇ 卵  

 

原材料の種類 

（ﾌｲﾘﾝｸﾞ） 
使用量 

備 考 

（特定原材料・食品添加物等） 
不適時対応 

○○ｸﾘｰﾑ １個に○ｇ 乳化剤（大豆由来原料）  

    

 

○○パン配合分量表                    年  月  日作成 



 

Ⅳ 記録方法                                                         ポイント４ 

 

【計量記録簿 作成例】 

 

   年  月  日                 責任者名         

品目 
食品添加物

の確認 

食品添加物

の計量 
不適時対応 実施者 

○○ﾊﾟﾝ生地 ○ ○× 秤の不具合が判明，廃棄，秤の補修  

食ﾊﾟﾝ生地 ○ ○   

蒸しﾊﾟﾝ生地 ○ ○   

揚げﾊﾟﾝ生地 ○ ○   
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２－２ 焼成，蒸し，揚げ工程の管理 

 

＜目的＞ 加熱不足による病原菌などの残存及び油の酸化による危害を防止する 

 カレーパンなどの具が詰めてあるパンは，焼成，蒸し，揚げ工程での加熱不足によ

り，製品中の病原菌などの残存が考えられます。このため，加熱温度・時間の管理を

行い，その実施結果を記録することが必要です。 

 また，揚げ油の衛生管理が不適切に行われると，油の酸化により製品の風味の低下

だけでなく，健康被害の可能性があります。揚げ油の衛生管理を行い，その実施結果

を記録する必要があります。 

 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

製造ごとに，製品の中心部まで加熱されていることを確認します。オーブンなどの

加熱条件の確認でも可能ですが，設定した加熱条件で製品の中心部まで加熱されるこ

とを証明するデータが必要です。 

揚げ油の衛生管理が適切に行われているか確認します。 

 

 ポイント１  焼成，蒸し，揚げ工程の管理に関する責任者名を明記します。 

 ポイント２ 焼成，蒸し，揚げ工程を管理する目的を明記します。 

 ポイント３ 製造工程のフローチャートを記載します。 

 ポイント４ 品目ごとに加熱温度，時間の管理基準を具体的に定め，また，基準に合わ

ない加熱が行われた場合の対応方法も明記します。 

 ポイント５ 揚げ油の衛生管理の方法を具体的に定め，また，不適切な管理が行われた

場合の対応方法も明記します。 

 ポイント６ 確認結果及び不適の場合の対応について記録する方法を明記します。 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

 焼成，蒸し，揚げ工程において製品の中心部まで加熱されていることの確認が必要

な製品はその確認手順が示されていること 

 油脂の衛生管理手順が示されていること 

 不適の場合の対応方法が示されていること 

 

○頻度等 

 製造毎に確認する旨の記載があること 

 

○記録を要する事項 

 確認結果及び不適の場合の対応について記録方法の記載があること 
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焼成，蒸し，揚げ工程の管理マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                 責任者名          ポイント１ 

 

Ⅱ 目的 ポイント２ 

  加熱不足による病原菌などの残存及び油の酸化による危害を防止する 

 

Ⅲ 実施方法 ポイント３ 

 １ 製造工程 

 

原材料 

 ↓ 

 

計 量 食品添加物等適正使用     ねかし 

 ↓  ｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝ防止          ↓ 

 

ミキシング 異物混入防止       成 型  ← フィリング 

 ↓    ｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝ防止        ↓     異物混入防止 

                          ｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝ防止 

一次発酵               二次発酵 

 ↓                  ↓ 

 

ミキシング 異物混入防止       焼成・揚げ・蒸し 加熱温度・加熱時間 

 ↓    ｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝ防止        ↓       揚げ油の衛生管理 

 

分 割  異物混入防止                放 冷  

 ↓                  ↓ 

 

まるめ  異物混入防止                 スライス  異物混入防止 

 ↓                  ↓ 

 

                                      包 装  表示確認 

                    ↓ 

 

                       金属探知機 作動確認 

 

 

 ２ 加熱温度・時間の管理基準 ポイント４ 
 

パン オーブン温度 〇〇℃ 加熱時間 〇〇分 

蒸しパン 蒸し器温度 〇〇℃ 加熱時間 〇〇分 

揚げパン フライヤー温度 〇〇℃ 加熱時間 〇〇分 

   ※不適の場合，可能なものは加熱設備の点検調整後に，再加熱を行う。 
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 ３ 揚げ油の衛生管理基準 ポイント５ 

（1）毎日，官能検査（発煙，カニ泡，粘性など）を実施する。 

（2）不適の場合の対応 

発煙点が 170℃未満になった場合や明らかに油脂の劣化が認められる場合は，全

交換を行う。 

 

 

Ⅵ 記録方法 ポイント６ 

 

 【製造記録簿 記載例】 

 

   年  月  日                 責任者名         

名 称 

加 熱 
味・臭い・色 

異物の確認 

製品の 

期限表示 
表示 製造数 

不適時 

対応 
実施者 開始 

時間 
加熱の確認 

食ﾊﾟﾝ － － － 7:40 × H16.5.11 〇 200個 

金探反応 

ﾈｼﾞ確認廃棄 

（当該品のみ） 

設備担当に連絡 

 

蒸しﾊﾟﾝ 8:45 9:45 ○℃ 9:45 〇 H16.5.9 〇 300個 
 

 

揚げﾊﾟﾝ 9:00 9:10 ○℃ 9:10 × H16.5.9  150個 
油の酸化臭 

 廃棄  

           

 

 

【揚げ油管理記録簿 記載例】 

 

    年  月分                    責任者名        

日時 酸 価 官能検査 措置 実施者 

1日 8:00  ○  油の追加  

2日 8:00 ２ ○    

3日 8:00  × ○  油の交換  

      

  ※週に１回，油脂の酸価の簡易検査を実施する。
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２－３ 表示 

 

＜目的＞ 関係法令に基づく適正な表示を行う 

 容器包装に入れられた加工食品については，食品表示法及び景品表示法などによっ

て表示の基準が定められています。表示は，消費者に製品の正確な情報を伝えるため，

適正に行うことが必要です。 

 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

 品目ごとに表示見本を作成し，適正な表示の確認手順を定めます。 

 

ポイント１  表示に関する責任者名を明記します。 

 

ポイント２ 表示を管理する目的を明記します。 

 

ポイント３ 品目ごとに表示見本を作成するとともに，表示の確認方法を明記します。

また，不適正な表示が確認された場合の対応方法も明記します。 

 

ポイント４ 表示内容の確認結果及び不適の場合の対応について記録する方法を明記し

ます。 

 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

 包装品について関係法令で定められた事項の表示見本が示されていること 

  製品表示の確認手順が示されていること 

 不適の場合の対応方法が示されていること 

 

○頻度等 

 製造毎に確認する旨の記載があること 

 

○記録を要する事項 

 確認結果及び不適の場合の対応について記録方法の記載があること 
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表示マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                  責任者名         ポイント１ 

 

Ⅱ 目的                                                           ポイント２ 

  関係法令に基づく適正な表示を行う 

 

 

Ⅲ 実施方法                              ポイント３ 

１ 新製品及び原材料の変更については，表示見本の新たな作成，見直しを行う。 

    （＊参照 ２－１食品添加物等の使用） 

２ 製造ごとに期限表示が適正なものか確認する。 

３ 不適正な表示が確認された場合，出荷の停止，表示の訂正及び既に出荷されている

製品については回収などの措置をとる。 

 

 【表示見本】 

名 称 

（品名） 
○○パン 

原材料名 
小麦粉（国内製造），粉卵，ショートニング  

／イーストフード，乳化剤（大豆を含む），保存料（プロピオン酸）  

保存方法 直射日光，高温及び多湿を避ける 

消費期限  年 月 日 

製造者 
株式会社 ○○パン 

広島市○区○町○番○号 

                   

※栄養成分表示が必要となる場合もあります。 

 

Ⅳ 記録方法                              ポイント４ 

  記録は，２－２焼成，蒸し，揚げ工程の管理の項の「製造記録簿」に記載する。 
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２－４ 製品検査 

 

＜目的＞ 製品の安全を確認する 

 製品について品質などに異常がないか製造ごとに確認し，その結果を記録する必要

があります。また，定期的な製品検査により，マニュアルが適正に運用されているか

を検証する必要があります。 

 

 

＜マニュアル作成のポイント＞ 

 製造ごとに実施する味，臭い，色などの官能検査の方法を定めます。 

 その他の製品検査について，実施項目，実施頻度を定めます。 

 

ポイント１  製品検査に関する責任者名を明記します。 

 

ポイント２ 製品検査の目的を明記します。 

 

ポイント３ 製品の検査項目を品目ごとに具体的に定め，また，検査結果に異常があっ

た場合の対応を明記します。 

 

ポイント４ 検査結果及び不適の場合の対応について記録する方法を明記します。 

★認証基準★ 

○衛生管理の方法 

 製品の味，臭い，色等の官能検査方法が示されていること 

 製品の化学的，細菌学的検査の項目及びその実施手順が示されていること 

 不適の場合の対応方法が示されていること 

 

○頻度等 

 製造毎に検査する旨の記載があること 

 化学的，細菌学的検査は年１回以上行う旨の記載があること 

 

○記録を要する事項 

 検査結果及び不適の場合の対応について記録方法の記載があること 
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製品検査マニュアル記載例 

 

Ⅰ 責任者                                   責任者名      ポイント１ 

 

Ⅱ 目的                                       ポイント２ 

  製品の安全を確認する 

 

 

Ⅲ 実施方法                                                    ポイント３ 

１ 製造ごとに味，臭い，色に異常がないか及び異物がないか官能検査を行い，その結

果を記録する。 

２ 検査の結果，異常が認められた場合は廃棄する。 

３ ○項目について，○回／年の製品検査を実施する（委託検査）。 

４ ○項目について，○回／月の製品検査を実施する（委託検査）。 

５ 検査結果が不適の場合，原因を確認するとともに，必要に応じてマニュアルの見直

しを行う。 

６ 新製品，規格を変更した製品については，必要に応じて期限設定のため保存試験を

実施する。 

 

 

Ⅳ 記録方法                                                         ポイント４ 

記録は，２－２焼成，蒸し，揚げ工程の管理の項の「製造記録簿」に記載する。 
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